
内
閣
衆
質
一
五
四
第
七
一
号

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
田
中
慶
秋
君
提
出
首
都
高
速
横
羽
線
料
金
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

七

一

号



衆
議
院
議
員
田
中
慶
秋
君
提
出
首
都
高
速
横
羽
線
料
金
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

首
都
高
速
道
路
の
料
金
の
額
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
首
都
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
を
償
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

公
正
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
額
は
、
現
在
、
過
去
の
道
路
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま

え
、
未
供
用
の
路
線
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
建
設
に
要
す
る
費
用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
当
該
費
用
も
考
慮
し
、
料
金
の
徴

収
期
間
が
五
十
年
以
内
と
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
首
都
高
速
道
路
の
料
金
の
額
に
関
す
る
考
え
方
に
基
づ
き
、
首
都
高
速
道
路
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）

は
、
平
成
十
三
年
十
月
二
十
二
日
の
神
奈
川
県
道
高
速
湾
岸
線
（
杉
田
か
ら
三
溪
園
ま
で
の
区
間
）
の
供
用
開
始
に
当
た
り
、

平
成
十
八
年
度
に
全
線
供
用
開
始
予
定
で
あ
る
川
崎
市
道
高
速
縦
貫
線
（
富
士
見
か
ら
川
崎
浮
島
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
ま
で
の
区

間
）
の
建
設
に
要
す
る
費
用
も
考
慮
し
、
料
金
の
徴
収
期
間
が
五
十
年
以
内
と
な
る
よ
う
料
金
改
定
を
検
討
し
た
結
果
、
神
奈

川
線
の
料
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
法
第
七
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
横
浜
市
長
、
川
崎
市
長
等
の

道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
一
日
付
け
で
国
土
交
通
大
臣
に
認
可
の
申
請
を
行
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
「
高
速
自
動
車
国
道
等
の
料
金
及
び
料
金
の
徴
収
期
間
の
認
可
に
係
る
公
聴
会
規
程
」
（
平
成
元

一



年
運
輸
省
・
建
設
省
告
示
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
周
辺
住
民
、
道
路
利
用
者
等
の
関
係
者
か
ら
広
く
意
見
を
聴

取
し
、
こ
れ
ら
の
意
見
も
勘
案
し
た
上
で
、
神
奈
川
線
の
料
金
の
引
上
げ
を
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
平
成
十
三
年
十
月
十

五
日
付
け
で
認
可
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
認
可
に
当
た
り
、
料
金
改
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
情

勢
等
に
か
ん
が
み
、
公
団
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
実
施
期
日
（
同
年
十
月
二
十
三
日
）
を
約
八
か
月
延
期
し
て
本
年
七
月
一
日
か

ら
実
施
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
公
団
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
建
設
費
及
び
管
理
費
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
二
年
度
の

建
設
費
及
び
管
理
費
を
平
成
八
年
度
に
お
け
る
技
術
、
工
法
等
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
的
な
費
用
と
比
較
し
た
公
団
の
試
算
に

よ
れ
ば
、
建
設
費
で
約
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
管
理
費
で
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
縮
減
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
平
成
十
二
年

十
二
月
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
間
を
計
画
期
間
と
す
る
「
公
共
工
事
コ
ス
ト
縮
減
対
策
に
関
す
る
新
行

動
計
画
」
を
策
定
し
、
一
層
の
コ
ス
ト
縮
減
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二


